
編
集
・
発
行
／
近
江
八
幡
市
総
合
政
策
部
秘
書
広
報
課

〒
5
2
3
-8
5
0
1
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
桜
宮
町
2
3
6

T
EL：

0
7
4
8
(3
3
)3
1
1
1
　
FA
X：
0
7
4
8
(3
2
)2
6
9
5

M
AIL  kouhou@

city.om
ihachim

an.lg.jp
W

EB   http://w
w

w
.city.om

ihachim
an.shiga.jp

●
イ

ン
キ：環

境
配

慮
型

イ
ン

キ（
植

物
油

イ
ン

キ
 or ノ

ン
VO

Cイ
ン

キ
）

●
印

刷：有
害

な
廃

液
を

排
出

し
な

い
水

な
し

印
刷

令
和
元
年
1
2
月
号

第
12
回

Re:discovery O
m

ihachim
an

広
報
お
う
み
は
ち
ま
ん

人口と世帯

総数　82,144 人 (+15）
男　　40,371 人 (+11）
女　　41,773 人 (+4)
世帯　33,916 世帯 (+23)

令和元年 11 月 1 日現在 
 ( ) は前月比

※外国人住民 (40 カ国・地域／ 1,518 人 ) を含みます。

広報おうみはちまんは、各自治会を通じてお届けします。また、各学区コミュニティセンターや
図書館などの公共施設、郵便局、金融機関、セブン-イレブン・ファミリーマート各店舗などで
配布しているほか、市ホームページやマチイロ、マイ広報紙などでもご覧いただけます。

d

テレビ画面で広報紙

リモコンの
ｄボタンをプッシュ！

びわ湖放送に
チャンネルを合わせ

Facebook YouTube

安
土
城
下
町
の
二
面
性

　
　
　
織
田
信
長
公
の
強
さ
と
繊
細
さ

繖山からみた安土城下町

　

安
土
城
下
町
の
特
徴
は
、
画

期
的
に
新
し
い
と
こ
ろ
と
、
中

世
か
ら
の
古
い
ス
タ
イ
ル
を
脱

却
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま

す
。
画
期
的
な
点
と
し
て
、
安

土
城
下
町
の
整
備
に
際
し
天
正

５
年（
１
５
７
７
年
）「
安あ
づ
ち土

山さ
ん

下げ

町
ち
ょ
う

中
ち
ゅ
う

掟
お
き
て

書が
き

」
を
発
布

し
、
こ
の
中
で
、
特
に
安
土
城

下
町
全
体
を
い
わ
ゆ
る
「
楽

市
」
と
表
現
す
る
条
文
が
あ

る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
経
済

の
流
通
と
し
て
画
期
的
な
も
の

で
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の

城
下
町
は
、
武
家
の
集
住
す
る

町
と
、
商
業
者
な
ど
の
住
民
が

居
住
す
る
町
と
が
ま
っ
た
く
離

れ
た
位
置
に
あ
り
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
町
が
一
緒
の
場
所
に

で
き
た
こ
と
も
、
近
世
的
城
下

町
の
始
ま
り
と
も
い
え
る
画
期

的
な
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
、

長
方
形
の
街
区
、
短
冊
形
の
地

割
と
す
る
こ
と
で
、
整
然
と
し

た
大
き
な
都
市
を
建
設
す
る
意

図
も
う
か
が
え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
画
期
的
な
理

想
都
市
を
目
指
し
た
一
方
で
、

旧
態
依
然
的
な
一
面
も
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
新
た
な
都
市
区

画
と
す
る
た
め
に
、
以
前
か
ら

あ
っ
た
町
や
村
な
ど
の
集
落
を

移
転
さ
せ
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、

安
土
城
下
町
が
建
設
さ
れ
る
以

前
の
周
辺
一
体
は
、
豊
浦
荘
と

佐
々
木
荘
と
い
う
２
つ
の
荘
園

が
あ
り
ま
し
た
。
豊
浦
荘
は
、

主
に
奈
良
薬
師
寺
領
で
桑
實
寺

が
こ
れ
を
管
理
し
、
港
を
持
っ

た
村
々
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方

の
佐
々
木
荘
は
、
六
角
氏
と
関

わ
り
の
深
い
、
沙
沙
貴
神
社
や

慈
恩
寺
、
港
町
の
常
楽
寺
が
あ

り
ま
し
た
。
安
土
城
下
町
に
は
、

こ
れ
ら
の
利
用
で
き
る
旧
集
落

の
区
画
が
残
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が

見
え
、
そ
れ
ら
の
住
民
は
、「
掟

書
」
に
よ
り
保
護
・
保
障
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の

た
め
、
整
然
と
し
た
区
画
で
は

な
く
、
現
在
の
何
種
類
か
方
向

の
違
う
地
割
と
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
旧

住
民
へ
の
配
慮
と
も
と
れ
ま
す

が
、
同
時
に
強
行
に
で
ら
れ
な

か
っ
た
、
信
長
公
の
一
面
も
あ

り
ま
す
。

　

信
長
公
は
、
強
行
に
革
新
的

な
こ
と
を
す
る
人
物
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
安
土
城
下
町
か
ら

み
る
と
、
中
世
的
な
世
界
に
引

き
ず
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も
う

か
が
え
ま
す
。

安土山下町中掟書


